
 23年8⽉に松江市と東出雲町が合併して市域が広がり、松江市景観計画で定める展望地に、東出雲町区域内にある2
ヵ所を新たに指定しました（展望地は全部で25ヵ所となりました）。今回はそのうちの1つ、「意東海岸」をご紹介
します。
 東出雲町下意東地内にある意東海岸は、親⽔護岸や歩道が整備されており、冬にはカモなどの⽔⿃が⾶来します。
付近には、下意東出⾝で第12代横綱となり、「負けずの陣幕」と呼ばれた陣幕久五郎の碑や、⼤江美⼈の悲話が伝え
られる美⼈塚があります。

 空気が澄んだ⽇、ここから望む
雄⼤な⼤⼭は絶景です。春の気配
に誘われて、カメラを⽚⼿に出掛
けてみてはいかがでしょう。穏や
かな中海の向こうに、冠雪の⼤⼭
が望めたら…。あなたのアルバム
に最⾼の⼀枚が加わることでしょ
う。

松江市は、景観計画で市内25ヵ所を展望地に指定し、建築・建設⾏為などに対して、そこからの眺望に配慮するよう指導・
誘導を⾏っています。

【お問い合わせ】景観政策室 TEL 55-5387 FAX 55-5552
E-mail:keikan@city.matsue.lg.jp
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